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４月運航実績 

●運航日数（前年数値） 

 客 船    １７日（ ２４日） 

 貨物船     ４日（  ４日） 

 ヘリコミ   ２９日（ ２９日） 

●就航率 （前年数値）※客船は2回/日 

 客 船    ５３％（ ７７％） 

 貨物船   １００％（１００％） 

 ヘリコミ   ９７％（ ９７％） 

●来島者数（前年数値） 

 客 船   ２６４名（４７５名） 

 ヘリコミ  ２２０名（１７９名） 

●離島者数（前年数値） 

 客 船   ２１８名（３８３名） 

 ヘリコミ  ２４９名（２０６名） 

 

目次・・・ 
 

●保健業務の窓口が変わります…１ｐ 
 

●高速ジェット船「島民割引率」引き下げのお知らせ…１ｐ 
 

●東京愛らんどフェア開催のご案内…２ｐ 

 世帯・人口 （平成２５年５月１日現在） 

◇世帯数（前月比） ◇人口（前月比） 

１７３ 世帯 （４世帯増） 男性 １６５ 名 （ ５名増） 

   女性 １４３ 名 （ １名増） 

   合計 ３１１ 名 （ ６名増） 

平成２５年４月８日  御蔵島小学校入学式  

御蔵島中学校入学式  
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〈１〉 

御蔵の源水１．５リットル用 

段ボール箱の無料提供を行います  
 

 御蔵の源水１．５リットル入りペットボトルの製造終了と、

新たにデザインされた２．０リットル入りペットボトルの製造

開始に伴い、１．５リットル入りペットボトル用に在庫のある

段ボール箱を無料でご提供します。ご希望される方は村役場ま

でお問合せ下さい。 

 なお、組立時の段ボール箱のサイズは

右の図のとおりです。 

 

【お問合せ】 産業建設係 

０４９９４－８－２１２１ 

保健業務の窓口が変わります  
 

 平素より村政の運営にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 平成２５年４月より、村の保健・介護・高齢者福祉

業務の一部を御蔵島社会福祉協議会へ委託しました。今後、保健業務等の窓口は下記のとおり変更となります。 
 

 ■窓口 

 御蔵島村福祉保健センター仲里 

 ＴＥＬ ０４９９４－８－２５０８ ／ ＦＡＸ ０４９９４－８－２５０７ 

 仲里には保健師が常駐しており、村の非常勤保健師と共同で保健事業を行います。  
 

 ■主な窓口業務 

 母子手帳の交付、乳幼児健診、予防接種、リハビリ相談、住民健診、長寿健診、 

 精神保健福祉、高齢者福祉、ほか  
 

【お問合せ】 民生係 ０４９９４－８－２１２１ 

＜東海汽船株式会社＞高速ジェット船「島民割引率」縮小のお知らせ  
 

 このたび、輸送力増強と安定的で長期的な航路運営を図るため、４隻目の高速ジェット船「セブンアイランド友」を本年４月１

日より導入いたしました。この投資と増加する経費については、観光客誘致の強化と更なる経費の節減等で対応してまいります

が、島しょ在住の皆さまには「島民割引率」を下記のとおり変更させていただきますのでお知らせいたします。  

 今後も一層の利便向上とサービス向上に努めてまいりますので何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
 

 ■島民割引率 

 ３５％ → ３０％ 

 ※大型客船は変更ありません。 
 

 ■実施期日 

 平成２５年７月１日乗船分より。 
 

 ■お問合せ 

 東海汽船株式会社 ０３－５４７２－９９９９ 

■主要区間の島民割引運賃（おとな片道） 

区間 ５・６月 ７月以降  

大島 ～ 東京 4,940円 5,300円  

大島 ～ 久里浜 3,190円 3,540円  

大島 ～ 伊東 2,550円 2,820円  

大島 ～ 熱海 3,110円 3,370円  

※本運賃には燃料価格調整金が含まれております。 

※８月以降の運賃は燃料価格調整金が未定のため変更となる

場合があります。 

平成２５年度 各種巡回診療 日程のご案内（５月・６月）  

 

 

■歯科巡回診療（診療場所：御蔵島診療所歯科診療室） 

（第１回）５月１１日（土）～５月１５日（水） 

（第２回）６月１５日（土）～６月１９日（水） 

予約方法：診療所受付窓口、または電話０４９９４－８－２２０６ 

受付時間：【平日】 ８時３０分～１２時００分 

         １３時００分～１７時００分 

     【土曜】 ８時３０分～１２時００分 

■眼科巡回診療（診療場所：御蔵島診療所） 

５月１５日（水）～５月１７日（金） 

 

■耳鼻咽喉科巡回診療（診療場所：御蔵島診療所） 

６月２４日（月）～６月２５日（火） 

32cm 

30cm 

20cm 

中西産業労働局長島内視察 
 

 平成２５年４月２３日、中西産業労働局長が島内視察のため

来島しました。卯辰川治山現場や赤沢造成農地のほか、島内の

産業振興に関する現場を村長とともに視察しました。 
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〈２〉 

＜公益財団法人東京都島しょ振興公社＞東京愛らんどフェア開催のご案内 
 

 伊豆諸島・小笠原諸島における、豊かな自然環境とそこでの人々のくらしや文化・観光資源・特産品など、これら地域の魅力を

広く紹介するため「東京愛らんどフェア」を下記のとおり開催します。 

 開催中、会場では各島特産品の展示・販売、イベントステージでは郷土芸能の八丈太鼓や御神火太鼓の実演のほか、ステージゲ

ストとして、タレントの「ねづっち」さんの来場が決定しました。 

 このほか、「ふくしま～東京キャンペーン」の一環として、今年の大河ドラマ「八重の桜」にちなんだ「ふくしま八重隊」のミ

ニステージ、また、東京の島々も会場となっている「スポーツ祭東京２０１３」のＰＲステージ等を予定しております。景品が当

たる抽選会などの催しもご用意しております。 

【お問合せ】 公益財団法人島しょ振興公社 ０３－５４７２－６５４６ 

■主催  ■場所  ■入場料  

公益財団法人東京都島しょ振興公社 新宿駅西口広場イベントコーナー 無料 

■日時  

平成２５年５月２４日（金曜） １１時００分 ～ １９時００分 

平成２５年５月２５日（土曜） １０時００分 ～ １７時００分 

■後援  

東京都、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、一般社団法人東京

諸島観光連盟、東海汽船株式会社、小笠原海運株式会社、東邦航空株式会社、伊豆諸島・小笠原諸島地域力創造対策

協議会 

＜公益財団法人東京都島しょ振興公社＞東京愛らんどフォトコンテスト２０１３のご案内 
 

 伊豆諸島・小笠原諸島の個性豊かで多様な「今」の魅力を、多くの人々の視点で発見発掘し、写真に収めることで、島々の記録

や広報用素材とするため、また、参加者やそれに関わる人々の心に、伊豆諸島・小笠原諸島への愛着が湧き、継続的な観光誘致に

つながる活動へと発展させるための施策の一環として実施します。 

【お問合せ】 東京愛らんど広報事務局 ０３－３４７０－２５７３ 

■主催 

公益財団法人東京都島しょ振興公社 

■応募期間 

２０１３年４月２６日（金）～２０１３年１２月３１日（火）２３時５９分 

※８月３１日の時点で、中間集計を行います。 

■応募区分 

伊豆諸島・小笠原諸島（※）で撮影された、下記の２つの部門区分 

Ａ．観光部門あなたが見つけた、心に残る風景、祭り、人物写真などとそのエピソード 

Ｂ．グルメ部門あなたが食べて感動した、その土地ならではの食べ物、飲み物とそのエピソード 

■応募資格 

年齢・性別・国籍・居住地・プロ・アマチュア・個人・団体等問わず、どなたでもご応募できます。 

島民のみなさんもふるってご応募ください。 

■賞／特典 

Ａ．観光部門賞金：グランプリ１０万円、準グランプリ５万円、特別賞３万円、入選１万円×１０作品 

Ｂ．グルメ部門１位、２位、３位を選定し、諸島の特産品１～２万円相当を各贈呈。 

入賞メニューの中から一部、もしくは全部を取り入れ、銀座「八丈島 ゆうき丸」にて期間限定で再現、提供予定。 

なお、Ａ．観光部門、Ｂ．グルメ部門の入賞者作品は、都内にて展示会を開催し、作品展示する予定です。 

■応募方法 

東京愛らんどホームページ内フォトコンテストページよりオンライン上承認制の投稿応募を実施。 

■発表 

２０１４年１月３１日（金）同コンテストページ内にて発表。受賞者、入選者には直接通知。 



      広 報 み く ら                    平成２５年  ５月                    第２７８号    

〈３〉 

借金でお悩みの方へ 
 

 東京財務事務所では、無料の多重債務相談窓口を開設してい

ます。専門の相談員が電話又は面接による相談を受け、必要に

応じ法律の専門家への引継ぎを行っています。個人の秘密は厳

守します。まずはお電話ください。 

 なお、各種会合等において、本件にかかる

説明も行っておりますので、講師派遣のご要

望がありましたらお電話ください。 
 

 ■受付時間 

 平日 ９時～１２時、１３時～１７時 
 

 ■連絡先 

 関東財務局東京財務事務所 多重債務相談窓口（直通） 

 ０３－５８４２－７４７５ 

電波利用環境保護周知啓発強化期間 

「私は守ります。電波のルール」 
 

 総務省では、６月１日から１０日までを「電波利用環境保護

周知啓発強化期間」として、電波を正しく利用していただくた

めの周知・啓発活動及び不法無線局の取締りを強化します。 

 電波は暮らしの中で欠かせない大切なものです。電波のルー

ルはみんなで守りましょう。 
 

 ■不法無線局による混信・妨害に関するお問合せ 

 ０３－６２３８－１９３９ 
 

 ■テレビ・ラジオの受信障害に関するお問合せ 

 ０３－６２３８－１９４５ 
 

 ■地上デジタル放送の受信相談に関するお問合せ 

 ０３－６２３８－１９４４ 

＜第二東京弁護士会法律相談センター＞東京都島嶼部における法律相談について 
 

 第二東京弁護士会法律相談センター（以下、法律相談センター）が実施する、東京都島嶼部のみなさまを対象とした法律相談の

実施日が確定しましたのでお知らせします。相談料は無料ですので、この機会に是非ご利用ください。 
 

 ■相談実施日時 

 ５月２４日、６月２８日、７月２６日、８月２３日、９月２７日 

 午前１０時～正午まで（完全予約制、１件あたり２０分程度） 
 

 ■予約方法 

 ①相談をご希望の方は、あらかじめ法律相談センターに電話で予約をしてください。 

  受付時間：平日９時１５分～１７時１５分（相談日の前日１５時までに電話連絡してください） 

  【予約受付電話番号】０３－３５９２－１８５５ 

 ②法律相談センターにて空き状況等を調べ、予約を受け付けます。 

  予約が済みましたら、申込用紙を相談希望者へファックスで送付します。 

 ③申込用紙を受け取った相談希望者は所定の事項を記入し、相談予定日の２日前までに法律相談センターへファックスで 

  返送してください。その際、相談事項に関する書類（登記簿謄本、戸籍謄本、契約書、相手方とやりとりした手紙など） 

  があれば、あわせてファックスしてください。 

  【ファックス番号】０３－３５８１－３３３７ 
 

 ■担当弁護士との相談の実施 

 相談希望者は、法律相談センターで確認した予約日時に電話をして担当弁護士とご相談ください。 

  【相談受付電話番号】０３－３５８１－２４０７ 

 

【お問合せ】 第二東京弁護士会法律相談課 ０３－３５９２－１８５５ 

＜法務省 東京保護観察所＞「協力雇用主」を募集しています！ 
 

 東京保護観察所では、少年院を出た少年や保護観察を受けている少年等をその事情を理解した上で雇用し、その立ち直りを助け

る「協力雇用主」を募集しています。 

 職に就き、責任のある社会生活を営むことは、少年等にとって立ち直りに向けた大きなはじめの一歩となります。ぜひ更生の決

意をもった少年等を支え、少年等が健全な社会の一員となれるようご協力をお願いいたします。 

 更生への理解と熱意があれば、どなたでもお引き受けいただくことができます。少しでも関心

をお持ちの方は、お気軽に東京保護観察所までお問い合わせください。 
 

※雇用に当たっては、３か月以内のトライアル雇用制度（最大月額４万円のトライアル雇用奨励

金あり）や身元保証制度（身元保証人がいない本人が雇用者に業務上の損害を与えた場合で、必

要と認められるときに、見舞金を支払う制度。見舞金の額には上限あり）があります。 
 

※協力雇用主制度普及ＤＶＤを東京都で作成しました。 

東京都ホームページにてご覧になれます（「協力雇用主 東京都」で検索）。 
 

【お問合せ】 法務省 東京保護観察所 ０３－３５９７－０１３７ 
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日 月 火 水 木 金 土 

      1 

2 3  

支庁事業説明会 

4 5 6     芒種 7 8 

9      新月 10  

定例村議会 

11 12 13 14 15  

歯科巡回診療 

(～19日) 

16   父の日 17 18 19 20 21    夏至 22 

23    満月 

都議会議員選挙 

24  

耳鼻科巡回診療 

(～25日) 

25 26 27 28 29 

30       

島民カレンダー  

平成２５年  ６月 ＜水無月＞ 可 ・・・ 可燃ごみ 不 ・・・ 不燃ごみ 空 ・・・ 空き缶 

平成２５年  ５月 ＜皐月＞ 可 ・・・ 可燃ごみ 不 ・・・ 不燃ごみ 空 ・・・ 空き缶 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

空 

不 

不 

可 可 空 

日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3  

憲法記念日 

4  

みどりの日 

5  

こどもの日 

6     立夏 7 8 9 10    新月 11  

歯科巡回診療 

(～15日) 

12 13 14 15  

眼科巡回診療 

(～17日) 

16 17 18 

19 20 21    小満 22 23 24 25    満月 

26 27 28 29 30 31  

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

可 

空 

不 

不 

可 

可 可 空 
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今月の行事（５月） 
～今日は何の日？ 何の月？ 今月の行事とその概要を掲載します。～ 

◆憲法記念日（けんぽうきねんび） 5月3日 

日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日として、国民の祝日とされています。 

1947年5月3日に日本国憲法が施行されたのを記念して制定されました。 

ゴールデンウィークを構成する休日の一つです。 

 

◆みどりの日（みどりのひ） 5月4日 

自然にしたしむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ日として、国民の祝日とされています。 

ゴールデンウィークを構成する休日の一つです。 

 

◆こどもの日（こどものひ） 5月5日 

こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日として、国民の祝日とされています。 

ゴールデンウィークを構成する休日の一つです。 

 

◆立夏（りっか） 5月6日頃 

この日から立秋の前日までが、暦の上での夏です。山々に緑が目立ち始め、夏の気配を感じ始める頃。 

「夏立つ」「夏来る」ともいいいます。 

 

◆小満（しょうまん） 5月21日頃 

陽気もよくなり、草木なども次第に生い茂ってくる季節。 

麦が穂をつけ、農家では田に苗を植える準備などを始めます。 

ゴミ収集日 

月曜日 毎  週  可燃ゴミ  

火曜日 
第１火・第３火  不燃ゴミ  

第２火・第４火  リサイクルゴミ  

水曜日 毎  週  可燃ゴミ  

木曜日 収集はありません  

金曜日 毎  週  可燃ゴミ  

し尿処理作業日 

毎月 １日  ・  １０日  ・  ２０日  

えびね公園開園スケジュール 

期間 開園日 閉園日 

４月～５月 月・火・水・金・土・日  木  

６月～１０月 水・金・土・日  月・火・木  

１１月～３月 水・金・日  月・火・木・土  


